
 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

     

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

  

 

  

令和４年度答申第４９号

令和４年１１月１日

諮問番号 令和４年度諮問第５２号（令和４年１０月１２日諮問）

審 査 庁 特許庁長官

事 件 名 特許料等追納手続却下処分に関する件

答 申 書

審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答

申する。

結 論

本件審査請求は棄却すべきであるとの諮問に係る審査庁の判断は、

妥当である。

理 由

第１ 事案の概要

本件は、特許法（昭和３４年法律第１２１号）１１２条４項（令和３年法律

第４２号による改正前のもの。以下同じ。）の規定により消滅したものとみな

された特許第ａ号の特許権（以下「本件特許権」という。）の原特許権者であ

る審査請求人Ｘ（以下「審査請求人」という。）が、特許料を追納することが

できる期間内に特許料及び割増特許料を納付することができなかったことにつ

いて正当な理由があると主張して、本件特許権について納付年分を第４年分及

び第５年分とする特許料等を追納する手続（以下「本件追納手続」という。）

をしたところ、特許庁長官（以下「処分庁」又は「審査庁」という。）が、正

当な理由があるとはいえないとして、同法１８条の２第１項本文の規定に基づ

き、本件追納手続を却下する処分（以下「本件却下処分」という。）をしたこ

とから、審査請求人がこれを不服として審査請求をした事案である。

１ 関係する法令の定め
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（１）特許料の納付

特許法１０７条１項（令和３年法律第４２号による改正前のもの。）は、

特許権者は、特許権の設定の登録の日から特許権の存続期間の満了までの

各年について、特許料を納付しなければならない旨規定し、同法１０８条

２項本文は、第４年以後の各年分の特許料は、前年以前（以下「納付期間」

という。）に納付しなければならない旨規定する。

（２）特許料の追納及びこれをしない場合の特許権の消滅

特許法１１２条１項は、特許権者は、納付期間内に特許料を納付するこ

とができないときは、納付期間が経過した後であっても、その経過後６月

以内（以下「追納期間」という。）に特許料を追納することができる旨規

定し、同条２項（令和３年法律第４２号による改正前のもの。）は、前項

の規定により特許料を追納する特許権者は、特許料のほか、その特許料と

同額の割増特許料を納付しなければならない旨規定する。

そして、同条４項は、特許権者が追納期間内に特許料及び割増特許料

（以下「特許料等」という。）を納付しないときは、その特許権は、納付

期間の経過の時に遡って消滅したものとみなす旨規定する。

（３）追納期間経過後の追納及びこれによる特許権の回復

特許法１１２条の２第１項は、同法１１２条４項の規定により消滅した

ものとみなされた特許権の原特許権者は、追納期間内に特許料等を納付す

ることができなかったことについて正当な理由があるときは、経済産業省

令で定める期間内に限り、その特許料等を追納することができる旨規定す

る。

そして、特許法１１２条の２第２項は、前項の規定による特許料等の追

納があったときは、その特許権は、納付期間の経過の時に遡って存続して

いたものとみなす旨規定する。

（４）不適法な手続の却下

特許法１８条の２第１項本文は、特許庁長官は、不適法な手続であって、

その補正をすることができないものについては、その手続を却下するもの

とすると規定する。

２ 事案の経緯

各項末尾掲記の資料によれば、本件の経緯は、以下のとおりである。

（１）審査請求人は、平成２２年１２月３０日、発明の名称を「Ａ」とする国
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際特許出願（特願ｂ）をした。平成２７年８月１４日、当該国際特許出願

に係る特許権（本件特許権）の設定の登録がされた。

（特許原簿）

（２）審査請求人は、本件特許権の第４年分の特許料（以下「本件特許料」と

いう。）の納付期間（平成３０年８月１４日が末日となる。）内に本件特

許料を納付せず、さらに、追納期間（平成３１年２月１４日が末日となる。

以下「本件追納期間」という。）内に本件に係る特許料等を納付しなかっ

た（以下「本件追納期間徒過」という。）ため、特許法１１２条４項の規

定により、本件特許権は上記の納付期間の経過の時に遡って消滅したもの

とみなされた。

（審理員意見書、回復理由書）

（３）審査請求人は、処分庁に対し、令和元年８月１６日付け（同月２６日受付）

で、上記（２）のとおり消滅したものとみなされた本件特許権に関し、第

４年分の特許料等を追納する手続をすることができなかったことについて

正当な理由があるとして、回復理由書を提出し、同月２２日付けで、特許

料納付書（以下「本件納付書」という。）を提出して、本件追納手続をし

た。

（特許料納付書、回復理由書）

（４）処分庁は、令和３年７月５日付けで、審査請求人に対し、本件追納期間

徒過について正当な理由があるとはいえないから、本件追納手続は特許法

１１２条の２第１項の要件を満たしていないとして、同法１８条の２第１

項本文の規定に基づき、本件却下処分をした。

（却下理由通知書（令和３年１月２９日付け）、手続却下の処分）

（５）審査請求人は、令和３年１０月２０日付けで、審査庁に対し、本件却下

処分を不服として本件審査請求をした。

（審査請求書）

（６）審査庁は、令和４年１０月１２日、当審査会に対し、本件審査請求は棄

却すべきであるとして諮問をした。

（諮問書、諮問説明書）

３ 審査請求人の主張の要旨

（１）Ｂ社（以下「本件代理人事務所」という。）の本件特許権の担当者Ｃ氏

（以下「本件担当者」という。）は、平成３０年６月２５日、Ｄ社（以下
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「本件受託事務所」という。）宛てに本件特許料の支払を指示する内容の電

子メール（以下「本件指示メール」という。）を送信したが、本件受託事務

所がサイバー攻撃を受けた影響により本件指示メールが到達せず、又は喪失

したことに起因して本件特許料を支払うことができなかったものであるから、

本件追納期間徒過の原因となった事象は、予測できないものである。

（２）世界知的所有権機関等が出願人に対する各種通知の通信手段として電子

メールを採用している例もあり、電子メールで重要な書類が通知されるこ

とが一般的に行われている。本件受託事務所は、２００万件を超える特許

料の管理を通常は電子メールを用いて行っているが、サイバー攻撃等の特

殊な事情を除き、電子メールのやり取りで、何ら問題が生じていない。本

件代理人事務所は、１６００件以上の特許料の管理を本件受託事務所に依

頼しており、これまで電子メールで指示を出し、その受領確認をしなくて

も問題がなかった。このように、電子メールは通信手段として一般的には

確実なものであるといえる。

（３）以上から、本件却下処分を取り消すべきである。

第２ 諮問に係る審査庁の判断

審査庁は、審理員の判断は妥当であるとしているところ、審理員の意見の概

要は、以下のとおりである。

特許法１１２条の２第１項所定の「正当な理由」は、同法１８４条の４第４

項と同様に、平成２３年法律第６３号による改正において定められたものであ

り、いずれも第三者の監視負担に配慮しつつ実効的な救済を確保できる要件と

して、特許法条約１２条の「Ｄｕｅ Ｃａｒｅ」（相当な注意）基準を採用した

ものであることを考慮すると、特許法１１２条の２第１項所定の「正当な理由」

があるときとは、特段の事情のない限り、特許権者（代理人を含む。）として、

相当な注意を尽くしていたにもかかわらず、客観的にみて追納期間内に特許料

等を納付することができなかったときをいうものと解するのが相当である（知

財高裁平成２９年３月７日判決・判例タイムズ１４４５号１３５ページ参照）。

そして、その主張立証責任は審査請求人にあると解される。

そこで検討すると、上記の相当な注意を尽くしていたか否かを判断するに当

たっては、追納期間の徒過が特許権の消滅擬制という極めて重大な結果を生じ

させるものであることに照らし、追納期間の徒過という事態を発生させないた

めに必要かつ十分な措置が採られたか否かが検討されなければならない。
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これを本件についてみると、審査請求人から本件特許料の納付（以下「本件

特許料納付」という。）の期間管理を受任した本件代理人事務所は、本件受託

事務所に依頼して特許料納付を行うことにした以上、本件受託事務所に対して

特許料納付の指示を確実に伝えることが当然に求められるところ、本件担当者

が本件指示メールを送信した後、本件受託事務所からの受信確認はもとより、

本件特許料納付の完了を知らせる連絡を含めて、本件代理人事務所宛てに何ら

連絡がなかったにもかかわらず、本件特許料納付の指示が本件受託事務所に伝

わったものと軽信し、本件受託事務所に本件特許権の第５年分の特許料納付の

依頼をするまで、本件特許料の不納付に気づかなかったというのであり、本件

代理人事務所が追納期間の徒過という事態を発生させないために必要かつ十分

な措置を採っていたということができず、本件追納期間徒過を回避するために

相当な注意を尽くしていたということができないことは明らかである。

その他、審査請求人の主張立証を精査しても、本件追納期間徒過について、

特許権者（代理人を含む。）として、相当な注意を尽くしていたにもかかわら

ず、客観的にみて本件追納期間内に特許料等を納付することができなかったと

は認められず、特段の事情があったということもできない。

以上によれば、本件追納期間徒過について、特許法１１２条の２第１項所定

の「正当な理由」があるということはできない。

したがって、本件追納手続は、第４年分に関しては同項に規定する要件を満

たしておらず、同項の適用はなく、第５年分に関しては本件特許権の消滅擬制

（特許法１１２条４項）により客体が存在せず、いずれも不適法な手続であっ

て、その補正をすることができないものであるから、同法１８条の２第１項本

文の規定に基づき、これを却下した本件却下処分は適法である。

その他、一件記録を精査しても、本件却下処分の適法性及び妥当性に疑義を

差し挟む事情は見当たらない。

以上によれば、本件審査請求は理由がないから棄却するのが相当である。

第３ 当審査会の判断

当審査会は、令和４年１０月１２日、審査庁から諮問を受け、同月２０日及び

同月２７日の計２回、調査審議をした。

また、審査庁から、令和４年１０月２４日、主張書面及び資料の提出を受け

た。

１ 本件諮問に至るまでの一連の手続について
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（１）一件記録によると、審査請求人による反論書提出（令和４年５月１９日

受領）から、審理員意見書の提出（同年９月５日付け）までの間に、約３

月半の期間を要している。このような期間を要したことについて審査庁は、

短期間に審査請求案件が立て続いた時期の案件であり、今後は迅速な審理

が行えるよう、計画的な案件の管理に努めるとしている。簡易迅速な手続

の下で国民の権利利益の救済を図るという行政不服審査法（平成２６年法

律第６８号）の目的を踏まえると、審理員においては、反論書が提出され

た後、更なる審理の必要がないのであれば、速やかに審理を終え、審理員

意見書を提出することが求められる。今後、進行管理の改善に向けた真摯

な対応を期待したい。

（２）上記（１）で指摘した点以外では、本件諮問に至るまでの一連の手続に

特段違法又は不当と認めるべき点はうかがわれない。

２ 本件却下処分の適法性及び妥当性について

（１）本件では、本件追納期間徒過に係る特許法１１２条の２第１項所定の

「正当な理由」の有無が争点であるが、「正当な理由」があるときとは、

知的財産高等裁判所平成３０年５月１４日判決（平成２９年（行コ）第１

０００４号）によれば、特段の事情のない限り、原特許権者（その特許料

の納付管理又は納付手続を受託した者を含む。）において、一般に求めら

れる相当な注意を尽くしてもなお避けることができないと認められる客観

的な事情により、追納期間内に特許料等を納付することができなかった場

合をいうものと解するのが相当であると判示されている。

この知財高裁判決で示された判断の枠組みは、原特許権者（その特許料

の納付管理又は納付手続を受託した者を含む。）として、期間内に手続書

面を提出するために相当な注意を尽くす必要があることを前提とし、手続

書面を期間内に提出することができなかった事情を客観的に明らかにする

ことを求めているものとして妥当であると考えられるが、期間徒過の救済

規定を見直して権利回復要件を緩和する特許法等の一部を改正する法律

（令和３年法律第４２号）の公布等、同規定を巡る昨今の環境変化を踏ま

えれば、上記判決を柔軟に理解して「正当な理由」の有無を判断すること

が必要である。上記の客観的な立証が困難である場合には、原特許権者

（又はその代理人）の立場や規模、その体制等に照らし、合理的に求めら

れる注意義務を基準として、「正当な理由」の存否を推認するなど、柔軟
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に対応することが考えられる。

以下、このような考えに基づき検討する。

（２）本件追納期間徒過に至る経緯は、回復理由書によれば、以下のとおりで

ある。

ア 審査請求人は、日本の特許事務所を通じて、本件受託事務所の日本法

人に本件特許料の納付管理を依頼していたが、審査請求人が、当該特許

事務所に対し、管理不要との指示をしたため、当該特許事務所は、平成

３０年６月２５日、本件受託事務所の日本法人に対し、管理不要との連

絡をした。

イ 一方、審査請求人は、本件代理人事務所に対し、本件特許料の納付管

理を依頼し、本件担当者は、平成３０年６月２５日、本件受託事務所に

対し、本件特許料の支払を指示する本件指示メールを送信した。本件指

示メールには、「本メールの受信確認をお送りください。」と記載され

ていた。

ウ 本件受託事務所は、平成３０年６月９日、サイバー攻撃を受け、これ

により電子メールにアクセスすることができなくなった。大部分の電子

メールアドレスは、同年７月１２日から使用できるようになったが、本

件指示メールは、本件受託事務所宛てに到達せず、又は喪失した。

エ 本件受託事務所では、上記ウのとおり本件指示メールを認識しなかっ

た一方、上記アの管理終了の指示は残っていたため、本件特許料を納付

しなかった。

オ 本件担当者が、令和元年７月２日、本件受託事務所に対し、本件特許

権の第５年分の特許料の納付を指示する電子メールを送信したことが契

機となって、上記の経緯が判明した。

（３）審査請求人は、電子メールは通信手段として一般的には確実なものであ

って、本件受託事務所と本件代理人事務所との間で、数多くの案件をやり

取りしており、サイバー攻撃等の特殊な事情を除き、電子メールのやり取

りで、受領確認をしなくても問題はなかったところ、本件受託事務所がサ

イバー攻撃を受けた影響により本件指示メールが到達せず、又は喪失した

ことに起因して本件特許料を支払うことができなかったものであるから、

本件追納期間徒過の原因となった事象は、予測できないものであると主張

する。
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しかし、サイバー攻撃という事態が予測困難であるとしても、電子メー

ルが何らかの理由で相手方に届かなかったり、届いたとしても相手方にお

いて対応がされなかったりするリスクは、一般的にみても完全には否定す

ることができない。本件追納期間徒過が本件特許権の消滅擬制という極め

て重大な結果を生じさせるものであることからすれば、本件追納期間徒過

が起こらないための措置として、本件代理人事務所は、自ら求めていた、

本件指示メールを受領した旨の確認の連絡が本件受託事務所からなかった

のであれば、別途、受領を確認すべきであるし、少なくとも、本件追納期

間内に、本件受託事務所に対し、本件特許料の納付の有無を確認すべきで

あった。

それにもかかわらず、本件代理人事務所は、上記のような確認をした形

跡はなく、次年分の特許料の納付を指示した令和元年７月２日になって初

めて本件追納期間徒過を認識したというのであるから、特許料納付手続を

受任した者として、相当な注意を尽くしていたとも、合理的に求められる

注意義務を果たしていたともいえない。

したがって、本件追納期間徒過について「正当な理由」があるというこ

とはできず、本件却下処分に違法又は不当な点は認められない。

３ まとめ

以上によれば、本件審査請求は理由がないから棄却すべきであるとの諮問

に係る判断は、妥当である。

よって、結論記載のとおり答申する。

行政不服審査会 第３部会

委 員 三 宅 俊 光

委 員 佐 脇 敦 子

委 員 中 原 茂 樹
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